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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャッシュカードを使って資金移動が可能なインターネットバンキングの資金移動用の
端末のプログラムであって、
　前記端末を、
　顧客の口座情報及び第二暗証となる認証情報を記憶するキャッシュカードと近距離無線
通信で通信する近距離無線通信手段、
　金融機関のインターネットバンキングシステムに前記顧客のログインＩＤと第一暗証と
なる認証情報を使って通信を確立するインターネットバンキング通信手段、
　振込人が受取人に対して送金するための振込モードと、複数の振込人（被集金人）から
集金を徴収する集金モードを切り替える手段、
　前記振込モードの場合は、前記近距離無線通信手段によって、前記端末に近接されたキ
ャッシュカードから前記振込人の口座情報及び第二暗証となる認証情報を読み出し、前記
振込人が指定した振込金額の振込を実行させる手段、
　前記集金モードの場合は、前記近距離無線通信手段によって、前記端末に近接されたキ
ャッシュカードまたはクレジットカードから被集金人の口座情報を読み取り、振込予約を
受け付ける手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項２】
　前記第二暗証となる認証情報は、乱数表の枠内の数字であり、前記乱数表の数字が読み
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込まれた際に、前記乱数表の数字を更新する乱数表更新手段として前記端末を機能させ、
一定期間以上、前記第二暗証の更新がなされていない場合は、取引の前に更新を行った後
に前記第二暗証を読み取ることを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記振込モードにおいて、前記キャッシュカードから認証情報を読み取るタイミングは
振込画面が表示され所定時間だけ認証可能にする手段として前記端末を機能させることを
特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記集金モードにおいて、前記端末に近接されたキャッシュカードから読み取った情報
から、前記端末に紐付けられて登録されているカード番号、名義人などを判断し、読み取
ったカード情報を、振込人の情報として取得するのか、受取人の情報として取得するのか
を自動判定する手段として前記端末を機能させることを特徴とする請求項１から３までの
いずれか１項に記載のプログラム。
【請求項５】
　前記集金モードにおいて、前記被集金人からの集金を管理する集金管理手段として前記
端末を機能させ、前記集金管理手段は、前記被集金人のキャッシュカード又は口座情報を
記憶したカードから口座情報を読み込み、前記読み取った口座情報の口座からの振込予約
を受付け、前記振込予約された集金の状況を示す集金状況確認画面を表示することを特徴
とする請求項１から４までのいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記集金管理手段は、前記振込予約の期日が超過しても実行されない振込予約に対して
、前記振込予約をした被集金人に対して督促を発行することを特徴とする請求項５に記載
のプログラム。
【請求項７】
　前記集金管理手段は、振込予定金額にマイナス符号を付けたマイナスの振込金額を含ん
だ振込画面を生成し、前記督促の手段とすることを特徴とする請求項６に記載のプログラ
ム。
【請求項８】
　キャッシュカードを使って資金移動が可能なインターネットバンキングの資金移動方法
であって、
　顧客の所持する端末が、
　顧客の口座情報及び第二暗証となる認証情報を記憶するキャッシュカードと近距離無線
通信で通信するステップと、
　金融機関のインターネットバンキングシステムに前記顧客のログインＩＤと第一暗証と
なる認証情報を使って通信を確立するステップと、
　振込人が受取人に対して送金するための振込モードと、複数の振込人（被集金人）から
集金を徴収する集金モードを切り替えるステップと、
　前記振込モードの場合は、前記近距離無線通信によって、前記端末に近接されたキャッ
シュカードから前記振込人の口座情報及び第二暗証となる認証情報を読み出すステップと
、前記振込人が指定した振込金額の振込を実行させるステップと、
　前記集金モードの場合は、前記近距離無線通信によって、前記端末に近接されたキャッ
シュカードまたはクレジットカードから被集金人の口座情報を読み取り、振込予約を受け
付けるステップと、
　を実行することを特徴とする資金移動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネットバンキングにおける資金移動に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、銀行や証券会社のキャッシュカードは、ＡＴＭ（現金自動取引装置）に読み込み
、顧客の口座の残高照会、現金の引き出し、現金の預け入れ、振込・振替、その他の各種
の取引の認証用カードとして利用されている。一方、広く普及しているインターネットバ
ンキングにおいては、キャッシュカードを利用せずに、別の認証方法を用いることが一般
的である。具体的には、インターネットバンキングを利用するためには、顧客は、銀行な
どの金融機関とその利用契約を結び、インターネットバンキング用のログインＩＤの発行
を受け、そのとき登録したログインパスワードなどを使って、金融機関のＷｅｂシステム
であるインターネットバンキング（「ダイレクトバンキング」とも呼ばれる。）のシステ
ムにアクセスし、そのメニュー画面から希望する取引を選択することによって行われる。
このとき、システムにアクセスするためのログインＩＤとログインパスワード（以下、「
第一暗証」と呼ぶ）の認証に加え、あらかじめ登録していない口座への振込、振込先の登
録・変更などの取引に対しては、追加の認証（以下、「第二暗証」と呼ぶ）を必要とする
ことが一般的である。第二暗証は、第一暗証にさらに追加して用いられる認証情報であり
、取引のセキュリティレベルに応じて設定される。また、定期預金の中途解約、住所変更
の届出などに対しては、更に追加の認証（「第三暗証」）を必要とする場合もある（例え
ば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　一般にインターネットバンキングの認証には、キャッシュカード及びその暗証番号は利
用せず、別途、「暗証カード」（「契約者カード」、「乱数表カード」とも呼ばれる）が
顧客に発行される。暗証カードの裏面には、乱数表が印刷されており、インターネットバ
ンキンクの取引画面上で乱数表内の１又は複数の枠を毎回ランダムに指定し、指定のあっ
た枠内の２桁の数字を顧客に入力させて第二暗証とすることが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２２８１２１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】三井住友銀行、“ＳＭＢＣトップ＞インターネットバンキング＞ヘルプ
＞暗証番号・暗証カード＞第二暗証・第三暗証が必要な取引について”、［ｏｎｌｉｎｅ
］、［平成２７年６月２６日検索］、インターネット、<URL: http://www.smbc.co.jp/di
rect/help_anshou/5.html>
【非特許文献２】長谷川晴彦、ペンティオ株式会社、“知っておきたいＩＣカードのタイ
プと使われ方”、［ｏｎｌｉｎｅ］、［平成２７年６月２７日検索］、インターネット、
<URL:http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/special/73ic/ic01.html>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、乱数表を用いる方法は、暗証カードをキャッシュカードとは別に持ち歩
く必要があり、外出時にインターネットバンキングを利用する際には不便である。そのた
め、例えば、特許文献１に記載のように、乱数表カードを用いることなく、キャッシュカ
ードなどの識別カードだけで乱数を用いて利用者を認証できるようにした認証システムや
識別カードが提案されているが、そのためには特殊な識別カードを作成する必要がある。
【０００７】
　また、暗証カードを用いる方法は、そこに印刷された乱数表を写真に撮ってスマートフ
ォンなどに保管しているような顧客も存在し、その写真が漏れても気が付かないのでセキ
ュリティ上、問題である。また、キャッシュカードの裏面に乱数表を印刷している銀行も
あるが、キャッシュカードの紛失又は盗難の場合、乱数表も同時に他人の目にさらされる
ことになり、これもセキュリティ上、好ましくはない。また、乱数表の代わりにパスワー
ドが一定時間ごとに変化するワンタイムパスワード方式を導入している銀行もあるが、ワ
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ンタイムパスワードを表示する機器（トークンなど）を持ち歩かねばならず、外出時はや
はり不便である。
【０００８】
　したがって、本発明では、上記のような課題を解決すべく、暗証カードやワンタイムパ
スワードの表示機器を持ち歩くことなく、キャッシュカードでインターネットバンキング
での振込をはじめとする資金移動が可能な仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明では、以下のような解決手段を提供する。
（１）キャッシュカードを使って資金移動が可能なインターネットバンキングの資金移動
用の端末のプログラムであって、前記端末を、顧客の口座情報及び第二暗証となる認証情
報を記憶するキャッシュカードと近距離無線通信で通信する近距離無線通信手段、金融機
関のインターネットバンキングシステムに前記顧客のログインＩＤと第一暗証となる認証
情報を使って通信を確立するインターネットバンキング通信手段、前記近距離無線通信手
段によって、振込人が所持するキャッシュカードから出金元の口座情報及び当該出金元の
口座の第二暗証となる認証情報を読み出し、前記インターネットバンキングシステムに認
証させる手段、
　前記認証が正常に完了した場合、前記振込人が指定した振込金額の振込を実行させる手
段、として機能させることを特徴とするプログラム。
【００１０】
（２）また、（１）のプログラムにおいて、前記第二暗証となる認証情報は、乱数表の枠
内の数字であり、前記乱数表の数字が読み込まれた際に、前記乱数表の数字を更新する乱
数表更新手段として前記端末を機能させるようにしてもよい。
【００１１】
（３）また、（１）のプログラムにおいて、前記第二暗証となる認証情報は、ワンタイム
パスワードであり、前記インターネットバンキングシステムと前記ワンタイムパスワード
の数字を所定のルールで同期する手段として前記端末を機能させるようにしてもよい。
【００１２】
（４）また、（１）～（３）のプログラムにおいて、前記近距離無線通信手段によって、
受取人が所持するキャッシュカードから受取人の口座情報を読み出す手段として前記端末
を機能させるようにしてもよい。
【００１３】
（５）また、（１）～（４）のプログラムにおいて、被集金人からの集金を管理する集金
管理手段として前記端末を機能させ、前記集金管理手段は、前記被集金人のキャッシュカ
ード又は口座情報を記憶したカードから口座情報を読み込み、前記読み取った口座情報の
口座からの振込予約を受付け、前記振込予約された集金の状況を示す集金状況確認画面を
表示するようにしてもよい。
【００１４】
（６）また、（５）のプログラムにおいて、前記集金管理手段は、前記振込予約の期日が
超過しても実行されない振込予約に対して、前記振込予約をした被集金人に対して督促を
発行するようにしてもよい。
【００１５】
（７）また、（６）のプログラムにおいて、前記集金管理手段は、振込予定金額にマイナ
ス符号を付けたマイナスの振込金額を含んだ振込画面を生成し、前記督促の手段とするよ
うにしてもよい。
【００１６】
（８）また、本発明の第２の態様では、キャッシュカードを使って資金移動が可能なイン
ターネットバンキングの資金移動方法であって、顧客の所持する端末が、
　顧客の口座情報及び第二暗証となる認証情報を記憶するキャッシュカードと近距離無線
通信で通信するステップと、金融機関のインターネットバンキングシステムに前記顧客の
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ログインＩＤと第一暗証となる認証情報を使って通信を確立するステップと、前記近距離
無線通信によって、振込人のキャッシュカードから出金元の口座情報及び当該出金元の口
座の第二暗証となる認証情報を読み出すステップと、前記読み出した出金元の口座情報及
び当該出金元の口座の第二暗証となる認証情報を金融機関のインターネットバンキングシ
ステムに認証させるステップと、前記認証が正常に完了した場合、前記振込人が指定した
振込金額の振込を実行させるステップと、を実行することを特徴とする。
【００１７】
（９）また、本発明の第３の態様では、インターネットバンキングでの資金移動に用いら
れるキャッシュカードであって、顧客の口座情報及び第二暗証となる認証情報を記憶する
手段と、前記顧客が所持する端末から非接触でリード／ライトを可能とする非接触型リー
ド／ライト手段と、を備え、前記端末に、受取人の口座情報並びに振込人の口座情報及び
当該振込人の口座の第二暗証を読み出させて、前記インターネットバンキングでの振込を
実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、暗証カードやワンタイムパスワードの表示機器を持ち歩くことなく、
キャッシュカードでインターネットバンキングでの振込をはじめとする資金移動が可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】インターネットバンキングの従来の振込操作のイメージを示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るインターネットバンキングの振込操作のイメージを示す
図である。
【図３】本発明の実施形態に係るインターネットバンキングシステム（振込システム）の
構成と機能ブロックを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る「キャッシュダイレクト」の処理フローを示す図である
。
【図５】本発明の実施形態に係るインターネットバンキングのログイン画面、振込メイン
画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るキャッシュダイレクト振込画面、振込内容確認画面の一
例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係るインターネットバンキングを利用した「集金モード」の
イメージ及び集金状況確認画面の一例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係るインターネットバンキングを利用した集金モードにおけ
る振込督促画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、実施形態）について
詳細に説明する。以降の図においては、実施形態の説明の全体を通して同じ要素には同じ
番号又は符号を付している。また、機能構成の図において、機能ブロック間の矢印は、デ
ータの流れ方向又は処理の流れ方向を表す。
【００２１】
（従来の振込操作）
　以下、資金移動の典型例として振込操作について説明する。図１は、インターネットバ
ンキングの従来の振込操作のイメージを示す図である。まず、ステップ１として、振込人
（Ａさん）と受取人（Ｂさん）の間で金銭の授受を振込で行うことを合意することで振込
ニーズが発生する。振込人（Ａさん）は、インターネットバンキングで振り込む場合、自
身のスマートフォン（以下、「スマホ」と略す）などで、インターネットバンキングのロ
グイン画面でログインＩＤと、パスワードとして「第一暗証」とを入力する（ステップ２
）。第一暗証とは、第１レベルの暗証情報であり、単にログインパスワードとも呼ばれ、
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インターネットバンキングの利用申込み時に顧客が登録した英数字などで、キャッシュカ
ードの４桁の「暗証番号」とは別のものである。
【００２２】
　ログインが完了し、インターネットバンキングシステムとの通信が確立すると、次に、
取引画面のメニューから振込を選択し、前もって受取人（Ｂさん）から入手しておいた振
込先情報（銀行名、支店名、口座番号など）を手入力する（ステップ３）。そして次に、
振込金額、振込日を入力する（ステップ４）。振込日はデフォルトで本日又は金融機関の
翌営業日となっているので、それでよければ省略が可能である。そして、入力内容を確認
後、自身の暗証カードに印刷された乱数表から、振込画面で指定された１又は複数の枠内
の２桁の数字を第２レベルの暗証情報である「第二暗証」として入力して（ステップ５）
振込が完了する。第二暗証とは、第一暗証にさらに追加して用いられる第２レベルの認証
情報であり、取引のセキュリティレベルに応じて設定され、例えば、乱数表、ワンタイム
パスワード、その他の追加認証情報である。
【００２３】
（本システムを利用した場合の振込操作）
　図２は、本発明の実施形態に係るインターネットバンキングの資金移動システム（以下
、本システムという）における振込操作のイメージを示す図である。本システムにおいて
も、ステップ１、ステップ２は、図１の従来の場合と同様であるが、ステップ３では、振
込先情報を手入力する代わりに、受取人（Ｂさん）の所持するキャッシュカードをスマホ
にかざしてもらうことで、スマホのＮＦＣ機能（近距離無線通信）を使って、振込先情報
が自動入力される。次に、ステップ４で、従来の場合と同様に、振込金額、振込日を手入
力するが、ステップ５では、従来のように暗証カードを取り出し、乱数表を見て第二暗証
を手入力せず、今度は、振込人（Ａさん）の所持するキャッシュカードをスマホにかざす
ことで、同じくスマホのＮＦＣ機能を使って、第二暗証が自動入力される。
【００２４】
　このようにすることで、振込人と受取人とが対面している場合には、双方のキャッシュ
カードを振込人側のスマホにかざす（直接タッチすることも含む）ことで、振込先情報及
び第二暗証を振込人が手入力することなしに、インターネットバンキングの振込をスマー
トに実行することができる。振込人と受取人の双方が顔を突き合わせた対面式の振込なの
で間違いが生じにくく、詐欺などにも合いにくい。また、キャッシュカードと暗証カード
（第二暗証）が一体化することで管理がしやすく、紛失や盗難にも気が付きやすい。ただ
し、第一暗証を一体化することはしない。
【００２５】
　本振込方法は、キャッシュカードをスマホにタッチして、インターネットバンキング（
ダイレクトバンキング）で振込を行うことから、以降では、「キャッシュカード・タッチ
・ダイレクト」、略して、「キャッシュダイレクト」又は「タッチダイレクト」と呼ぶこ
とにする。なお、この振込方法に用いられるキャッシュカードは、ＩＣチップを内蔵し、
カード媒体の識別子及び所有者の口座番号情報、第二暗証の乱数表をカード側の内部メモ
リに記憶し、内部メモリに記憶された情報を非接触でスマホから読み書きできるものとし
、スマホ側には専用のアプリケーション（アプリ）がインストールされているものとする
。このキャッシュカードとスマホの機能について詳しくは、次の図で説明する。
【００２６】
（機能構成）
　図３は、本発明の実施形態に係るインターネットバンキングシステム（資金移動システ
ム）の構成と機能ブロックを示す図である。図示するように、本システムではＩＣチップ
型のキャッシュカード１０と口座を所有する顧客の端末である顧客端末２０（インターネ
ットバンキングでの資金移動用の端末）とが非接触型の近距離通信（ＮＦＣ：Near　Fiel
d　Communication)で通信し、顧客端末２０と銀行や証券会社の勘定系システム１３０を
含むホストコンピュータシステム１００とが、インターネットで接続される。顧客端末２
０は、スマートフォン、タブレット端末の他、カード読取装置を備えたＰＣ(Personal　C
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omputer)であってもよい。顧客端末２０が備える近距離無線通信手段２１は、通信距離が
～２ｍｍ程度の密接型、通信距離が～１０ｍｍ程度の近接型、通信距離が～７０ｍｍ程度
の近傍型（非特許文献２参照）が好ましい。また、顧客端末３０には、後述するような端
末のプログラムによって機能させる各種の手段を備える。
【００２７】
　キャッシュカード１０には、内部メモリであるカード内記憶手段１１が内蔵されている
。カード内記憶手段１１は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリなどからなり、カード媒
体情報（カード媒体識別子、発行年月日など）、口座情報（金融機関コード（銀行コード
）、店番号（支店番号）、口座番号、名義人など）が記憶されているものとする。ただし
、ＡＴＭで使用する場合の暗証番号（通常４桁の数字）及びインターネットバンキングで
使用する第一暗証（通常４～８文字程度の英数字）は記憶しない。また、本発明の実施形
態のキャッシュカード１０には、認証情報の一部として乱数表が記憶される。ここに記憶
された乱数表は、カード媒体識別子と紐付されて、ホスト側でも管理しており、このため
インターネットバンキングの第二暗証として使用することができる。ただし、暗証カード
の固定された乱数表と違って、ここに記憶された乱数表は、書き換えが可能とする。例え
ば、一度読み出された乱数表の数字（暗証カードのように必ずしも２桁固定でなくともよ
い）は、その都度書き換えることでセキュリティ強度を高めることができる。なお、キャ
ッシュカードは、第二暗証として、乱数表に代わりにワンタイムパスワード生成手段１４
を備えるようにしてもよい。
【００２８】
　また、キャッシュカード１０は、ＡＴＭ３０に挿入されて使用されるため、非接触でリ
ード／ライトが可能な非接触型リード／ライト手段１３だけでなく、外部端子を有する接
触型リード／ライト手段１２を備えている（なお、非接触型でカード情報を読み取るＡＴ
Ｍも存在するがここでは取り上げない。）。図示するように、キャッシュカード１０がＡ
ＴＭ３０のカード情報読取手段３１で読み取られたカード情報は、ホスト側のＡＴＭ制御
システム１１０に送信され、認証手段１１１によってＡＴＭ３０で入力する暗証番号、場
合によっては生体情報が認証される。
【００２９】
　一方、キャッシュカード１０は、顧客端末２０にかざされると、カードの非接触型リー
ド／ライト手段１３と通信する近距離無線通信手段２１によって、端末内のインターネッ
トバンキングの処理を制御するＩＢ制御手段２５の制御のもと、カード情報が読み取られ
、端末内のＩＢ通信手段２２（インターネットバンキング通信手段）によって、ＩＢ制御
手段２５の制御のもと、ホスト側のＩＢシステム１２０（インターネットバンキングシス
テム）にカード情報がインターネット経由で送信される。ＩＢ通信手段２２、ＩＢ制御手
段２５などは、銀行や証券会社が提供する専用アプリであって、送信されたカード情報は
、銀行や証券会社のホスト側のＩＢシステム１２０のＩＢ認証手段１２１によって認証さ
れる。ここでの認証は、ＡＴＭ３０の場合の認証手段１１１とは独立しており、ＡＴＭ３
０で入力する暗証番号ではなく、第一暗証、第二暗証が用いられる。なお、キャッシュカ
ード１０と顧客端末２０との無線通信は、専用アプリがインストールされている場合のみ
可能とする。
【００３０】
　また、不用意に認証がされないようにするため、カード情報を読み取るタイミングを限
定する。例えば、キャッシュカード１０との通信は、専用アプリによってダイレクト振込
画面が表示されている場合に限定するようにしてもよい。また、不正な認証を防止するた
め、振込実行ボタンを押して所定秒間だけ認証状態になるようにし、さらに所定の金額以
上の振込の場合などでは、振込に用いる端末の識別子と自分のキャッシュカードの識別子
を用いて、両者の間でペアリング機能を事前に設定していない場合は、認証できないよう
にしてもよい。また、一定期間以上第二暗証の更新（書き換え）がなされていない場合は
、取引の前に書換えを行った後に読み取るようにしてもよい。このようにすることで、振
込人の顧客端末２０とキャッシュカード１０とが同時に紛失や盗難にあっても、第一暗証
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も見破られない限り不正な振込を防止することができる。なお、端末又はキャッシュカー
ドが紛失や盗難にあった場合には、即時にインターネットバンキングの取引を止める手段
が用意されるのは言うまでもない。
【００３１】
　また、顧客端末２０には、上記の専用アプリの一部として、ＩＢ制御手段２５の制御の
もと、乱数表更新手段２３、集金管理手段２４が備えられてもよい。乱数表更新手段２３
は、先に述べたように、カード内の乱数表が読み出されるごとに、乱数表の中味の数字を
更新する機能を提供する。集金管理手段２４は、多数の振込人からの集金を受け付ける集
金人をサポートするため、振込人の振込状況を管理するツールであり、詳しくは後述する
。また、図示は省略するが、顧客端末２０には、インターネットバンキングの取引画面な
どを表示するための表示手段を備えるのは言うまでもない。
【００３２】
　上記の本システムの機能構成は、あくまで一例であり、一つの機能ブロック（データベ
ース及び機能処理部）を分割したり、複数の機能ブロックをまとめて一つの機能ブロック
として構成したりしてもよい。各機能処理部は、装置に内蔵されたＣＰＵ（Central　Pro
cessing　Unit）が、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）、フラッシュメモリ、ＳＳＤ(Solid
　State　Drive)、ハードディスクなどの記憶装置に格納されたコンピュータ・プログラ
ムを読み出し、ＣＰＵにより実行されたコンピュータ・プログラムによって実現される。
すなわち、各機能処理部は、このコンピュータ・プログラムが、記憶装置に格納されたデ
ータベース（ＤＢ;Data　Base)やメモリ上の記憶領域からテーブルなどの必要なデータを
読み書きし、場合によっては、関連するハードウェア（例えば、入出力装置、表示装置、
通信インターフェース装置）を制御することによって実現される。
【００３３】
　（処理フロー）
　図４は、本発明の実施形態に係るキャッシュダイレクトの処理フローを示す図である。
この処理は、主に、端末側の専用アプリ（近距離無線通信手段２１、ＩＢ通信手段２２な
ど）と、ホスト側のＩＢシステム１２０で実行される。なお、以降の処理フロー図（フロ
ーチャート）においては、各ステップの入力と出力の関係を損なわない限り、各ステップ
の処理順序を入れ替えてもよい。
【００３４】
　まずステップＳ１０において、ログインＩＤ、第一暗証の認証がＯＫとなると、ステッ
プＳ１１に移り、顧客がメインメニュー及び振込メイン画面より選択した取引のＩＤを取
得する。なお、第一暗証が認証ＮＧとなると、ログインエラーとなり、一定回数以上ログ
インエラーを繰り返すと、ログインＩＤとパスワードがロックされる。
【００３５】
　ステップＳ１１で取得した取引のＩＤが、第二暗証が必要な振込先への振込でなければ
（ステップＳ１２：Ｎ）、ステップＳ１８において、その他の取引の処理（残高照会、登
録した振込先への振込、過去に振り込んだことのある振込先への振込など）を実行する。
第二暗証が必要な振込は、通常は新規の振込先の場合に設定されていることが多い。その
他の取引は、第一暗証だけで処理が行える取引であるとする。ただし、登録した振込先や
過去に振り込んだことのある振込先であっても、顧客の設定により第二暗証を必要とする
ことができる。その他の取引においても、第二暗証や第三暗証を必要とする場合もあるが
、顧客の設定により変更が可能なので、ここでは詳しい説明は省略する。
【００３６】
　ステップＳ１１で選択した取引が、第二暗証が必要な振込先への振込であり（ステップ
Ｓ１２：Ｙ）、かつキャッシュダイレクトを利用する振込（以下、キャッシュダイレクト
振込という）である場合は（ステップＳ１３：Ｙ）、受取人（振込先）のキャッシュカー
ドを振込人の端末にかざしてもらい、そのキャッシュカードから振込先情報を取得し、振
込金額、振込日を入力させる（ステップＳ１４）。振込先情報が正常に取得されると、次
に、振込人のキャッシュカードを端末にかざしてもらい、第二暗証を取得する（ステップ
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Ｓ１５）。
【００３７】
　新規の振込先への振込であっても、キャッシュダイレクトを利用しない場合は（ステッ
プＳ１３：Ｎ）、ステップＳ１６に移り、振込人が手入力又は登録口座のリストから選択
した振込先情報を取得し、振込金額、振込日を入力させる。続いて、ステップＳ１７にお
いて、振込人が手入力した第二暗証を取得する。
【００３８】
　なお、ステップＳ１５又はステップＳ１７の第二暗証の取得は、顧客が振込実行ボタン
を押す前に行ってもよいし、振込実行ボタンを押してから行ってもよい。キャッシュダイ
レクト振込の場合も、通常振込の場合も、取得した振込先情報及び第二暗証を、ホスト側
に送信して（場合によってはカード媒体識別子も）、認証を行い、認証がＯＫであれば（
ステップＳ１９：Ｙ）、ステップＳ２０において、振込を実行する。第二暗証の認証がＮ
Ｇの場合は（ステップＳ１９：Ｎ）、認証エラーとなる（ステップＳ２３）。
【００３９】
　ステップＳ２０でキャシュダイレクト振込が正常に完了すると、ステップＳ２１におい
て、端末にかざした振込人のキャッシュカードの乱数表を更新するようにしてもよい。こ
のようにすると、乱数表の各枠内の数字が毎回変わるので、ワンタイムパスワード方式と
同じような効果が得られる。乱数表を更新した際には、そのことがホスト側のＩＢ認証手
段１２１にも通知され、次回の認証には更新された乱数表が用いられる。あるいはホスト
側には通知せず、端末側とホスト側で定めた予定のルールに従って乱数表内の数字を同期
して変更するようにしてもよい。このルールの作成には、振込完了時の日時と、カード媒
体識別子（カード番号など）及び／又は端末識別子（端末のシリアル番号など）が用いら
れる。なお、キャシュダイレクト振込であっても正常に振込が完了した場合は、ホスト側
の登録口座のデータベースに振込先情報を登録したり、振込先情報を取引履歴に記憶した
りすることは通常の振込の場合と全く同様である。このようにして振込処理が完了すると
、引き続き別の取引をする場合は、ステップＳ１１に戻り、そうでなければ取引を終了す
る（ステップＳ２２）。なお、第二暗証として乱数表を用いずに、ワンタイムパスワード
方式を用いてもよい。ただし、その場合は、カード内にホスト側と同じルールでワンタイ
ムパスワードを生成してホスト側と同期させるワンタイムパスワード生成手段１４を備え
る必要がある。
【００４０】
（画面例）
　図５は、本発明の実施形態に係るインターネットバンキングのログイン画面、振込メイ
ン画面の一例を示す図である。
【００４１】
　図のログイン画面２００では、ログインＩＤとして、店番号（３桁）プラス口座番号（
７桁）を使用するか、契約者番号（通常８～１２桁程度）を使用するかを、顧客が選択で
きるようになっているが、どちらか一方だけでももちろんよい。また、「第一暗証」は、
「ログインパスワード」、「パスワード」、その他の名称になっている場合もある。ログ
インが完了すると希望する取引を選択させるメインメニュー画面（図示は省略）が表示さ
れ、例えば「振込」が選択されると、図５の振込メイン画面２１０に遷移する。振込メイ
ン画面では、振込の種類を選択する。従来では振込の種類は、登録済みの口座に振り込む
、新しい振込先に振り込む、過去の振込先（過去に振り込んだことのある振込先）に振り
込む、の３種類が用意されていたが、本システムでは、キャッシュダイレクト振込ボタン
２１１が追加されている。
【００４２】
　図６は、本発明の実施形態に係るキャッシュダイレクト振込画面、振込内容確認画面の
一例を示す図である。前図の振込メイン画面２１０からキャッシュダイレクト振込ボタン
２１１が押されると、図示するキャッシュダイレクト振込画面２２０が表示される。この
画面では、“振込先の口座のキャッシュカードをかざしてください”のようなメッセージ
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２２１が表示され、振込先である受取人のキャッシュカードを振込人の顧客端末２０にか
ざす（タッチする）ように求められる。受取人がカードをかざすと、振込先情報２２２の
欄に、カードから読み込んだ口座情報が表示される。受取人名（口座名義人）は必須では
ないが、キャッシュカードに記録されていることが望ましい。なお出金元の口座情報であ
る出金口座情報２２３は、この画面を表示した時点で自動的に表示される。振込人は、振
込先情報と出金口座情報を確認後、振込金額と振込日を入力欄２２４から入力する。振込
日（振込指定日）を省略すると本日又は翌営業日に設定される。振込人は、すべての情報
が入力されていることを確認したら、振込内容確認ボタン２２５を押して振込内容確認画
面２３０を表示させる。
【００４３】
　振込内容確認画面２３０では、振込先の情報が再度表示されるので受取人に確認を求め
、万一違っている場合は、訂正ボタン又は戻るボタンを押して、キャッシュダイレクト振
込画面２２０に戻り、キャッシュカードの読み込みをやり直すようにする。振込金額の訂
正なども同様である。
【００４４】
　すべての振込内容を受取人とともに確認したら、キャッシュカードをかざすことを促す
メッセージ２３１に従って、振込人のキャッシュカードをこの画面でかざし（タッチし）
、振込実行ボタン２３２を押すと振込が開始される。そして、受取人の口座情報及び第二
暗証が確認されると振込が完了する。
【００４５】
（集金モード）
　図７は、本発明の実施形態に係るインターネットバンキングを利用した「集金モード」
のイメージ及び集金状況確認画面の一例を示す図である。いままでの説明では、振込人が
受取人のキャッシュカードをタッチしてもらい、振込人のキャッシュカードをタッチして
振り込む場合を説明したが、本システムでは、宴会の幹事のように、多数の人間から会費
などを徴収する集金人をサポートする機能を追加することができる。この機能のことを「
集金モード」と呼ぶことにする（振込予約を受付けるので「振込予約モード」と呼んでも
よい。）。振込モードと集金モードの切り替えは、顧客の端末操作に基づきＩＢ制御手段
２５によって、いつでも行うことができる。また、端末がカードを読み取った際に読み取
った情報から、端末に紐付けられて登録されているカード番号、名義人などを判断し、読
み取ったカード情報を、振込人の情報として取得するのか、受取人の情報として取得する
のかをＩＢ制御手段２５によって自動判定することも可能である。
【００４６】
　図示するように、集金人（受取人）は、自身のスマホなどからインターネットバンキン
グにログインし、集金モードの機能を選択すると、集金情報収集画面３００が表示される
。集金情報収集画面３００では、被集金人（振込人）のキャッシュカードの読み込みを受
け付ける状態になる。被集金人が振込に使用するキャッシュカードをこの画面にタッチす
ると、カードに記憶された口座情報が自動的に読み込まれ、振込予約することができる。
例えば、口座残高が少なく直ちに振込を実行したくないような場合に有効である。また、
被集金人がインターネットバンキングを利用しておらず、その場で振込ができないような
場合にも有効である。
【００４７】
　振込金額（振込予定金額）は、被集金人がその場で入力してもよいし、集金額が一定の
場合は、集金人があらかじめ入力しておいてもよい。もちろん、その場で振込金額を変更
してもよい。振込予定日は、被集金人が振込可能な日を指定する。振込金額、振込予定日
に加え、宴会などに関するコメントを音声入力で行ってもよい。また、ここで被集金人が
タッチするキャッシュカードは、集金人の口座の銀行とは異なる他行のカードであっても
よい。また、振込予約だけの場合は、キャッシュカードである必要はなく、出金予定口座
の情報のみを記憶した振込カード又はクレジットカードであってもよい。クレジットカー
ドの場合は、出金予定口座の情報をカードの引落口座としてもよいし、単に名義人のみと
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してもよい。また、被集金人がキャッシュカード等を持っていない場合は、振込情報の代
わりとなるものを音声で入力してもらってもよい。例えば、“〇〇銀行から××日頃に１
万円振り込む予定です。”のようなメッセージであってもよい。
【００４８】
　被集金人がタッチしたキャッシュカード等の口座情報並びに振込金額及び振込予定日は
、集金人のスマホに記録するようにする。ここで記録する口座情報は、セキュリティ上、
一部だけに限定してもよい。このようにすることで図７の下段に示すような集金状況確認
画面３１０の振込人リスト３１１などから、その後、集金状況（振込の状況）を集金人が
確認することができる。
【００４９】
　集金状況確認画面３１０では、振込済みのものは消し込まれ、未振込のものだけを表示
するようにしてもよい。未振込の人間に督促を発行することもできる。例えば、入力欄３
１２から督促発行日を振込予定の１週間後などと設定し、その日になると未振込の人間に
督促が自動的に送信されるようにする。つまり、振込予約で指定した期日が超過しても実
行されない振込予約に対して、振込予約をした被集金人に対して督促を発行する。このと
きの督促手段は、メールなどでもよいが、メールアドレスや電話番号を取得する手間が増
えるので、本システムのキャッシュダイレクト振込画面から督促ができるようにしてもよ
い。具体的には次図で説明する。また、被集金人がタッチしたキャッシュカード等には、
集金人の口座情報などを書き込むようにしてもよい。このようにすることで、被集金人が
タッチしたカードに記録された情報を読み取りリマインドすることができる。
【００５０】
　また、集金モードでは、実際に振込が行われるわけではないので、振り込め詐欺の対策
としても活用できる。詐欺犯が言葉巧みに振込を迫っても初めての振込先にはＡＴＭを決
して使わず、また見知らぬ人間と対面する場合には、キャッシュダイレクト振込を使って
その場で振り込むことは決してせず、集金モードでいったん振込の意志を示しても振込自
体は保留しておき、実際に振り込むまでの間に、他人に相談したり冷静になったりするた
めの時間稼ぎをすることが可能となる。このとき集金モード自体を拒まれれば、詐欺の可
能性を疑う重要な要素となる。
【００５１】
　図８は、本発明の実施形態に係るインターネットバンキングを利用した集金モードにお
ける振込督促画面の一例を示す図である。この図は、前図で説明した「督促手段」がキャ
ッシュダイレクト振込画面を使っても実現できることを示したものである。図示する振込
督促画面３２０は、図６で説明したキャッシュダイレクト振込画面２２０と表面上はまっ
たく同じである。異なるのは、振込先情報３２１がこの画面にタッチしたキャッシュカー
ドから読み取った情報でなく、図７の集金情報収集画面３００で被集金人がタッチしたキ
ャッシュカードから読み込んだ情報である点である。
【００５２】
　既に述べたようにセキュリティ上、集金情報収集画面３００では、被集金人の口座情報
のすべては読み込まないようにしてもよい。あるいは読み込んだとしても画面上には表示
しないようにする。そのため、図示する振込先情報３２１の口座番号の部分は、「●」で
表示されている。また、図の入力欄３２３の「振込金額」には、マイナスの金額が入力さ
れているが、これは、被集金人が集金モードで入力した振込予定金額にマイナスの符号を
付けたものである。すなわち、図８で示す画面は、実際には、「振込画面」でなく、「振
込督促画面」又は「請求画面」であることを表している。この画面から実際に振り込むわ
けではないのでこれでも問題はない。
【００５３】
　このようにすることで、本システム上で振込督促画面や請求画面やそのためのメニュー
を別途作成する必要がなくなり、督促手段としてキャッシュダイレクト振込画面を利用す
るだけで済む。督促が発生すると、被集金人には、督促であることを明記しないメッセー
ジを、インターネットバンキングに登録された電話番号から、ＳＭＳ（Short　Message　
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Service)を使って送信し、これを見た被集金人がインターネットバンキングにログインす
ると、督促画面に表示されていた情報が振込画面に引き継がれ、その振込画面が自動的に
表示されるようにしてもよい。
【００５４】
　このとき、督促画面上には表示されなかった口座番号なども表示されるようにし、また
、振込金額のマイナスの符号は元に戻るようにしておくと、被集金人は、請求された内容
を確認したら、出金元のキャッシュカードをかざし、振込ボタンを押すだけで振込が完了
する。もちろん、被集金人がこの振込画面で出金元の口座番号、振込金額、振込指定日な
どを変更することも可能とする。また、振り込め詐欺などに悪用されないよう、集金モー
ドで受け付けた情報のみ督促が可能とし、身元が明らかな集金人からしか督促を発行でき
ないものとする。
【００５５】
　なお、以上の説明では、受取人に対して対面式で振込をする場面を中心に説明したが、
本発明は、キャッシュカードをデビットカードとして使用する場合にも適用が可能である
。すなわち、店頭で代金をデビットカードで支払うときに、店頭のカード読取装置にタッ
チする代わりに、自分のスマホに店の売上を集金する口座の情報を記憶した振込カードな
どをタッチしてもらい、さらに、サインをする代わりに、自分のキャッシュカードをスマ
ホにタッチすることで、上記の資金移動システムと同様の仕組みで支払を済ませることが
できる。このようにすることで、店頭の端末から自分のキャッシュカードの情報が漏れる
危険性を減少させることができる。
【００５６】
（実施形態の効果）
　本発明の実施形態によれば、第１に、暗証カード（契約者カード）やワンタイムパスワ
ードの表示機器を持ち歩くことなく、ＡＴＭで使用しているキャッシュカードでインター
ネットバンキングの振込が可能となる。特に、外出先で振込が発生するような場面では非
常に有効である。振込は、振込先の人間と対面することが前提となるが、逆に取引の安全
性が高まる。
【００５７】
　第２に、第二暗証は、現在、広く使われている乱数表の場合、乱数表の数字の桁数を増
やしたり、乱数表全体を更新したりすることもできるのでセキュリティが高まる。
【００５８】
　第３に、第二暗証は、現在、広く使われているワンタイムパスワードであってもよいの
で、ワンタイムパスワードの認証の仕組みをそのまま使用できる。
【００５９】
　第４に、本システムは、集金モードを備えるので、振込人の振込作業のためだけでなく
、多数の人間から集金を受取る集金人の集金管理作業をサポートすることができる。集金
モードでは振込が実行されるわけではないので、振り込め詐欺の対策としても有用である
。
【００６０】
　第５に、集金モードにおいて、集金管理手段が、振込予約の期日が超過しても実行され
ない振込予約に対して、振込予約をした被集金人に対して督促（請求）を発行することが
できる。
【００６１】
　第６に、集金管理手段は、上記の督促の手段として、振込予定金額にマイナス符号を付
けたマイナスの振込金額を含んだ振込画面を生成することができる。このようにすること
で、督促用の画面やメニューなどを新たに作成する手間が省け、督促を受け取った被集金
人は、生成された振込画面から簡単に振込をすることができる。
【００６２】
　以上、実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記
載の範囲に限定されないことは言うまでもない。上記実施形態に、多様な変更又は改良を
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加えることが可能であることが当業者に明らかである。またその様な変更又は改良を加え
た形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかであ
る。なお、上記の実施形態では、本発明を物の発明として、インターネットバンキングで
の資金移動用の端末のプログラムについて説明したが、本発明は、資金移動方法の発明、
口座情報及び第二暗証を記憶するキャッシュカードの発明としても捉えることもできる。
【符号の説明】
【００６３】
　　１０　キャッシュカード
　　１１　カード内記憶手段
　　１２　接触型リード／ライト手段
　　１３　非接触型リード／ライト手段
　　１４　ワンタイムパスワード生成手段
　　２０　顧客端末（資金移動用の端末）
　　２１　近距離無線通信手段
　　２２　ＩＢ通信手段（インターネットバンキング通信手段）
　　２３　乱数表更新手段
　　２４　集金管理手段
　　２５　ＩＢ制御手段
　　３０　ＡＴＭ（現金自動取引装置）
　　３１　カード情報読取手段
　１００　ホストコンピュータシステム
　１１０　ＡＴＭ制御システム
　１１１　認証手段
　１２０　ＩＢシステム（インターネットバンキングシステム）
　１２１　ＩＢ認証手段（インターネットバンキング認証手段）
　１３０　勘定系システム
　２００　インターネットバンキングログイン画面（〇〇ダイレクトログイン画面）
　２１０　振込メイン画面
　２１１　キャッシュダイレクト振込ボタン
　２２０　キャッシュダイレクト振込画面
　２２１　振込先口座キャッシュカード確認メッセージ
　２２２　振込先情報
　２２３　出金口座情報
　２２４　振込金額／振込指定日入力欄
　２２５　振込内容確認ボタン
　２３０　振込内容確認画面
　２３１　振込実行確認メッセージ
　２３２　振込実行ボタン
　３００　集金情報収集画面
　３１０　集金状況確認画面
　３１１　振込人リスト
　３１２　督促発行日入力欄
　３２０　キャッシュダイレクト振込画面（振込督促画面）
　３２１　振込先情報（被集金人の口座）
　３２２　出金口座情報（集金人の口座）
　３２３　振込金額／振込指定日（請求金額／入金指定日）入力欄
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